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令和８年度介護サービス事業者等に係る集団指導の実施について（通知）
　日ごろより、本広域連合介護保険行政の推進について、ご協力ありがとうございます。
　令和８年度の集団指導につきましては、下記のとおり実施することとしましたので、ご対応をお願いします。
　なお、資料については、５月初めより５月１３日にかけてサービス毎にホームページへ随時掲載していく予定としておりますので、事前に印刷のうえお持ちください。確認用の資料も、当日用と同じ資料で確認していただきます。
記
１　実施方法
　事業所ごとに①「会場での参加」・②「ホームページ掲載資料の確認」のいずれかを選択し、参加申込書または確認書の提出をお願いします。
①会場での参加
　　
５月２１日（木）　会場：アバンセ　
　　　　　　　　　　　　　（佐賀県佐賀市天神三丁目2-11(どんどんどんの森内）

　　　　　　　　　 対象サービス →通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援、介護予防支援、特定施設入居者生活介護、訪問看護、短期入所療養介護、福祉用具販売・貸与
　　
５月２２日（木）　会場： アバンセ　
　　　　　　　　　　　　　（佐賀県佐賀市天神三丁目2-11(どんどんどんの森内）
　　　　　　　　　 対象サービス →通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護
　　
　■タイムスケジュール（受付はホール前において２０分前より行っています。）
　　５月２１日（木）　アバンセ　（佐賀県佐賀市天神三丁目2-11(どんどんどんの森内）　
　９：５０～１１：４０
　・通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護（ホール）
　・福祉用具販売・貸与（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項及び交通安全講話を受講後、第４研修室へ移動。

　　　１３：２０～１４：４０
　・居宅介護支援、介護予防支援（ホール）
　・特定施設入居者生活介護（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項を受講後、第４研修室へ移動。
１５：００～１６：２０
　・訪問看護（ホール）
　・短期入所療養介護（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項を受講後、第４研修室へ移動。
　　５月２２日（金）　アバンセ　（佐賀県佐賀市天神三丁目2-11(どんどんどんの森内）
　９：５０～１１：４０
　・通所リハビリテーション（ホール）
　・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項及び交通安全講話を受講後、第４研修室へ移動。

　　　１３：２０～１４：４０
　・訪問介護（ホール）
　・訪問リハビリテーション（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項を受講後、第４研修室へ移動。
１５：００～１６：２０
　・認知症対応型共同生活介護（ホール）
　・短期入所生活介護（ホール→第４研修室）
※ホールで共通説明事項を受講後、第４研修室へ移動。
■参加申込
　別紙申込書様式に１事業所ごとに記入（１枚に複数事業所を記入しない）し、佐賀中部広域連合へ電子メールもしくはファックスにて申込をお願いします。
Мａｉｌ：kaigo.shido@chubu.saga.saga.jp
ＦＡＸ：０９５２－４０－１１６５
※電子メールで提出する場合は、ファイル名に各事業所名を入れて添付してください。
件名は、『　【各事業所名】集団指導参加申込み　』でお願いします。
申込期限　令和８年５月１４日（木）
■当日の受付について
　事業所ごとに記入済の参加申込書（コピーで可）をお持ちください。
■注意事項

　・各説明の時間後に消毒作業を行いますので、終了後は速やかに退出してください。
　・資料の当日配布はありませんので、佐賀中部広域連合のホームページから印刷のうえお持ちください。
　②ホームページ掲載資料の確認

本広域連合のホームページに集団指導の資料を掲載しますので、内容を確認の上、別添の「確認書」を提出してください。「確認書」の提出をもって、令和８年度の集団指導を受講したものとします。
　※　定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設、訪問入浴介護のサービスについては、「確認書」を提出ください。

※　管理者等が複数の事業所の管理者を兼務している場合や、同一の事業所番号の事業所である場合であっても、必ず１事業所につき１枚の「確認書」を提出してください。
■集団指導資料及び確認書の掲載予定場所
　　　　ホーム　>　介護保険　>　事業者・医療機関の方へ　>　集団指導・研修案内　>　集団指導
>　令和８年度介護サービス事業者等に係る集団指導の実施について
■確認書の提出期限
　　令和８年５月２２日（金）
■確認書の提出方法
　　電子メール又はＦＡＸ
　　　　　(1) 電子メール：　kaigo.shido@chubu.saga.saga.jp
※電子メールで提出する場合は、ファイル名に各事業所名を入れて添付してください。
件名は、『　【各事業所名】集団指導確認書　』でお願いします。
(2) ＦＡＸ：　０９５２（４０）１１６５
２　対象者　

次のサービス事業者等の管理者等

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、
(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、
(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、
(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、
特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、
(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防
訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス
※居宅療養管理指導の集団指導については、別の機会に改めてご案内いたしますので、ご了承ください。
３　その他

　※「参加申込書」あるいは「確認書」の提出がない場合は、集団指導を受講していないものとし
て、運営指導の優先対象とします。
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